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○尾張旭市制限付き一般競争入札実施要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、尾張旭市が発注する建設工事、物品の購入及び役務の提供等（以下「工事等」と

いう。）について、工事等の質の確保を図りつつ、入札・契約手続のより一層の透明性・競争性を高

めるとともに、不良不適格業者の参入を防ぐため、一定の条件を付した制限付き一般競争入札（以下

「一般競争入札」という。）を実施するにあたり必要なことを定める。 

（対象工事等） 

第２条 対象となる工事等は、１件につき予定価格が、建設工事については200万円を超えるもの、物

品の購入については150万円を超えるもの、役務の提供等については100万円を超えるものとする。た

だし、役務の提供等のうち物件の借入れについては80万円を超えるものとする。 

２ 物品の購入、役務の提供等において、市内業者で調達可能な場合及び10業者以上参加可能業者を確

保できない場合は、指名競争入札を選択することができるものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、市長が緊急の必要等により制限付き一般競争入札に付することが適当

でないと認めたときは、これによらないことができる。 

（資格基準） 

第３条 一般競争入札に参加する者は、次の各号に掲げる資格要件を備えなければならない。 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者 

(2) 尾張旭市工事等入札参加資格者名簿又は尾張旭市物品等入札参加資格者名簿に登載されている

者で、対象工事等の公告の日から入札日までの間、尾張旭市において指名停止又はそれに準じる措

置を受けていない者 

(3) 建設工事においては、建設業法（昭和24年法律第100号）第３条第１項の規定による建設業の許

可を受け、対象工事を合理的に行うための所在地に事業所を有する者 

(4) 建設工事においては、経営事項審査の総合数値が一定の数値の範囲内にある者 

(5) 対象工事等と同種の工事等について一定の施行実績を有する者 

(6) 建設工事においては、対象工事に配置を予定する技術者が適正である者 

(7) その他特に必要と認めるもの 

２ 建設工事において、前項第３号から第７号までに規定する事務所の所在地、総合数値、施工実績及

び技術者については、対象工事ごとに尾張旭市入札参加資格要件等審査委員会（以下「委員会」とい

う。）において定める。 

３ 建設工事において、入札参加資格者に特定建設工事共同企業体（以下「企業体」という。）を含め

る場合にあっては、前２項の規定は、企業体の構成員となることができる者の要件に準用する。 

（工事等の公告） 

第４条 一般競争入札の公告は、必要に応じてその概要を新聞等に公表する。 

（設計図書等の閲覧等） 
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第５条 設計書、図面及び仕様書（以下「設計図書」という。）については、公告の日から入札日まで

の間、閲覧に供する。 

２ 設計図書に対する質疑書の提出があった場合は、その質疑に対する回答書を閲覧に供する。 

（資格確認申請書） 

第６条 一般競争入札に参加することを希望する者は、入札参加資格確認申請書（以下「確認申請書」

という。第１号様式）を提出しなければならない。 

（資格の確認等） 

第７条 市長は、前条による確認申請書が提出されたときは、委員会に諮り、その資格を確認する。 

２ 前項により資格を確認したときは、その結果を入札参加資格確認通知書（以下「確認通知書」とい

う。第２号様式）により当該申請者に対して通知する。ただし、入札参加資格がないと認めた者に対

しては、その理由を付すものとする。 

（資格がないと認めた者に対する理由への対応） 

第８条 前条第２項ただし書により資格がない旨を通知された者が、入札資格がないと認めた理由につ

いて説明を求める場合は、第３号様式による書類を提出しなければならない。 

２ 市長は、前項に規定する書類が提出されたときは、委員会に諮り、その結果を書面（第４号様式）

で回答する。 

（入札の執行） 

第９条 入札に参加する者は、入札資格があることを確認した確認通知書を持参しなければならない。 

２ 入札執行者は、第１回の入札に際し、入札参加者に工事費内訳書の提出を求めることができる。 

（入札結果の公表等） 

第10条 一般競争入札に付した工事等について、落札者の決定後、速やかに次の各号に掲げる事項を総

務部総務課において閲覧方式により公表する。 

(1) 入札参加資格がないと認めた者及びその理由 

(2) 執行調書 

（委任） 

第11条 この要領に定めるものの他、必要な事項は、その都度委員会において定めるものとする。 

附 則 

この要領は、平成８年２月16日から施行する。 

附 則  

この要領は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則  

この要領は、平成14年４月１日から施行する。 

附 則  

この要領は、平成15年４月１日から施行する。 
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附 則  

この要領は、平成16年４月１日から施行する。 

附 則  

この要領は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則  

この要領は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則  

この要領は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和元年11月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている申請書そ

の他の用紙で、現に残存するものは、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができ

る。 

附 則 

この要領は、令和７年４月１日から施行する。
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第１号様式(その１)（第６条関係） 

第１号様式(その２)（第６条関係） 

第２号様式（第７条関係） 

第３号様式（第８条関係） 

第４号様式（第８条関係） 

 


